
 1 

１．事 業 者 

（１）法 人 名 社会福祉法人 仁賀保中央福祉会 

（２）法 人 所 在 地  秋田県にかほ市前川字中ノ森２４番地５ 

（３）電 話 番 号  ０１８４－３８－４１５０ 

（４）代 表 者 氏 名  理事長  須 田 直 仁 

（５）設 立 年 月  昭和６２年５月２８日 

 

２．事業所の概要 

（１）事業所の種類  指定通所介護事業所 ・平成１２年４月１日指定 

            秋田県 第０５７２５０３４３１号 

 

※当事業所は特別養護老人ホーム浩寿苑に併設されています。 

 

（２）事業所の目的  介護保険法の理念に基づきご契約者（利用者）がその有する能力

に応じ可能な限り自立した日常生活を営むことができるように

支援することを目的として、ご契約者に通所介護サービスを提

供します。 

 

（３）事業所の名称  浩寿苑デイサービス事業所（通所介護事業） 

  

（４）事業所の所在地  秋田県にかほ市前川字中ノ森２４番地５ 

  

（５）電 話 番 号  ０１８４－３８－４１５０ 

  

（６）管 理 者 氏 名  阿 部 光 俊 

  

（７）当事業所の 

運営方針  １ 利用者が要介護状態等となった場合においても可能な限り

居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営む

ことが出来るように配慮して行うものとします。 

２ 事業所において提供する通所介護は介護保険法並びに関係

する厚生省令、告示の趣旨及びその内容に沿ったものとしま

す。 

３ 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立っ

たサービスの提供に努めるとともに、そのニーズを的確に捉

え、居宅サービス計画に基づき適切なサービスを提供します。 

４ 通所介護の提供にあたっては、日常生活上の援助及び機能

訓練等を行うとともに、利用者の社会的孤立感の解消及び心

身機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の

軽減を図るものとします。 

 

（８）開 設 年 月 日  昭和６３年１０月１日 
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（９）通常事業の 

実施地域  にかほ市 

 

（10）営業日及び 

営業時間  １ 営業日 毎週月曜日から土曜日までとし、１２月３１日、１

月１日から１月３日及び日曜日を除く。但し緊急事態発生時

においては、営業を休止することもありえます。 

２ 営業時間 通常 午前８時３０分から午後５時３０分迄と

する。 

            ３ サービス提供時間 午前９時１５分から午後４時３０分

（７時間以上８時間未満） 

 

（11）利 用 定 員  ２５名 

 

（12）居室等の概要 

 通所介護サービスの利用にあたり、当事業所では以下の居室・設備をご用意しています。 

 

居室・設備の種類 居  室 備   考 

４ 人 部 屋 １ 室 ベッドルーム 

作業日常動作訓練室 

介護者教育室 
１ 室  

浴     室 １ 室  

食     堂 

機 能 訓 練 室 
１ 室  

相 談 室 １ 室  

事 務 室 １ 室  

合    計 ６ 室  

 

 

３．職員の配置状況 

 

当事業所では、ご契約者に対して通所介護サービスを提供する職員として、以下の職種の

職員を配置しています。 

 

〈主な職員の配置状況〉 

職種 通所介護 
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常勤換算 指定基準 

１．管 理 者 １名（兼務） １名 

２．介 護 職 員 ９名 ３名以上 

３．生 活 相 談 員 １名（兼務） １名以上 

４．看 護 職 員 １名（兼務） 1 名以上 

５．機能訓練指導員 １名（兼務） １名以上 

６．運 転 手 １名  

 

 

〈主な職種の勤務体制〉 

職   種 通 所 介 護 

１．介護職員 

勤務時間 

日勤 ８：３０～１７：３０ 

☆原則として職員１名あたり利用者５名のお世

話をします 

２．看護職員 
勤務時間 ８：３０～１７：３０ 

☆原則として１名の看護職員が勤務します 

３．機能訓練指導員 
☆随時ケアプランに応じて看護職員が対応しま

す 

 

４．当事業所が提供するサービスと利用料金 

≪サービスの概要≫ 

（１）介護保険の給付の対象となるサービス（契約書第４条参照）  

  以下のサービスについては、利用料金の大部分（通常９割）が介護保険から給付されま

す。 

 ①通所介護計画の作成 

・利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画（ケアプラン）に基づ

き、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目標に応じて具体的
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なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。 

・通所介護計画の作成にあたっては、その内容について利用者又はその家族に対して

説明し、利用者の同意を得ます。 

・通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用

者に交付します 

・それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の

達成状況の記録を行います。 

②利用者居宅への送迎 

・事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの送迎を行います。た

だし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又

は歩行介助により送迎を行うことがあります。 

③日常生活上の世話 

☆食事（但し、食材料費は別途しただきます） 

・当事業所では、栄養士の立てる献立表により、栄養並びにご契約者の身体の状況及

び嗜好を考慮した食事を提供します。 

・介助が必要な利用者に対して介助を行うとともに、嚥下困難者のためのきざみ食、

流動食等の提供を行います。 

・ご契約者の自立支援のため離床して食事をとっていただくことを原則としていま

す。 

   ・食事時間 １２：１５～１３：００ 

   ☆入浴 

   ・ご契約者の身体の状態に合わせた入浴を行います。 

   ☆排泄 

   ・ご契約者の排泄の介助（トイレ誘導やおむつ交換）を行います。 

   ☆更衣 

   ・介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。 

   ☆移動・移乗 

   ・介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの以上の介助を行います。 

   ☆服薬介助 

   ・介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認

を行います。 

 ④機能訓練（看護職員の兼務） 

  ・機能訓練指導員により、ご契約者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要

な機能の回復又はその減退を防止するための計画を立て、訓練を実施します。 

  ・利用者の能力に応じて、食事、入浴、排泄、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を

行います。 

  ・利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操や外出機能訓練

を通じた訓練を行います。 

 ⑤創作活動など 

  ・利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動などの場を提供します。 

 

《サービス利用料金（１回あたり）》（契約書第８条参照） 

  下記の料金表によって、ご契約者の要介護度に応じたサービス利用料金から介護保険

給付費額を除いた金額（自己負担金）をお支払いください。（上記サービスの利用料金は、

ご契約者の要介護度に応じて異なります。） 
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(※１割負担の場合) 加 算 

１．ご契約者

の 介 護

度 と サ

ー ビ ス

利 用 料

金 

要介護

１ 

要介護

２ 

要介護

３ 

要介護

４ 

要介護

５ 

入浴介

助加算 

ｻｰﾋﾞｽ提供

体制強化

Ⅱ 

科学的介護

推進体制 

(Ⅰ) 

介護職員 

処遇改善 

Ⅰ 

6,580 
円 

7,770 
円 

9,000 
円 

10,230 
円 

11,480 
円 

400 
円 

180 
円 

400 

円 

所定単

位数に

９．

２％乗

じて得

た単位

数 

２．うち、介

護 保 険

か ら 給

付 さ れ

る金額 

5,922 

円 

6,993 

円 

8,100 

円 

9,207 

円 

10,332 

円 

360 

円 

162 

円 

360 

円 

３．サービス

利 用 に

係 る 自

己 負 担

金額（１

－２） 

658 

円 

777 

円 

900 

円 

1,023 

円 

1,148 

円 

40 

円 

18 

円 

40 

円 

（７時間以上８時間未満提供の場合。提供時間短縮や延長があった場合には変動します） 

※ 個別機能訓練加算Ⅰ（イ）  ５６単位／回 

※ 若年性認知症利用者受入加算 ６０単位／日 

 ☆自己負担金＝原則１割負担ですが、一定以上の所得のある方は２割又は３割負担とな

ります。 

  

 

☆ご契約者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の金額を一旦

お支払いいただきます。要支援又は要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が

介護保険から払い戻されます。（償還払い）。また、居宅サービス計画が作成されていな

い場合も償還払いとなります。償還払いとなる場合、ご契約者が保険給付の申請を行う

ために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。 

☆介護保険からの給付額に変更があった場合、変更された額に合わせて、ご契約者の負担

額を変更します。 

 

（２）介護保険の給付対象とならないサービス（契約書第５条、第８条参照） 

以下のサービスは、利用料金の金額がご契約者の負担となります。 

 

《サービスの概要と利用料金》 

・各サービス共通 

①介護保険給付の支給限度額を超えるサービス 

  介護保険給付の支給限度額を超えてサービスを利用される場合は、サービス利用料

金の全額がご契約者のご負担となります。 

②食費（食材料費込み） 

   １ 食   ５５０円 

③レクリエーション、クラブ活動 
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  ご契約者の希望によりレクリエーションやクラブ活動に参加していただくことがで

きます。 

   利用料金：材料代等の実費をいただきます 

④複写物の交付 

  ご契約者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要

とする場合には実費をご負担いただきます。 

   １枚につき ： １０円 

⑤日常生活上必要となる諸費用実費 

  日常生活品の購入代金等ご契約者の日常生活に要する費用をご契約者に負担いただ

くことが適当であるものにかかる費用を負担いただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥付添い人について 

  要支援、要介護認定を受けていない者が、当事業所のサービスを受けることは原則と

して適切ではないが、利用者にやむを得ず付き添う場合は、食材料費等の実費をいただ

きます。  付添料金：１回あたり ５５０円 

※ 経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更する場

合があります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う１ヶ月

前までにご説明します。 

⑦送迎費 

  利用者の居宅が、通常の事業の実施地域以外の場合、運営規程の定めに基づき、送迎

に要する費用の実費を請求いたします。また、送迎を行わなかった場合には減算となり

ます。 

 

（３）利用料金のお支払い方法（契約書第８条参照） 

 ①預金口座振替（秋田銀行金浦支店・象潟支店）（翌月２５日） 

②現金による納付 

（４）利用の中止、変更、追加（契約書第９条参照） 

・ 利用予定日の前に、ご契約者の都合により、サービスの利用を中止又は変更、もしく

は新たなサービスの利用を追加することができます。この場合、利用予定日の２日前ま

でに事業者に申し出て下さい。 

・ 利用予定日の前日までに申し出がなく、当日になって利用中止の申し出をされた場

合、取消料として下記の料金をお支払いいただく場合があります。但し、ご契約者の体

調不良等正当な事由がある場合は、この限りではありません。 

 

利用予定日の２日前までに申し出があった場合 無   料 

内  容 費   用 

紙おむつ 現 物 徴 収 

洗 濯 代 基本的には汚れ物は持ち帰りになります 
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利用予定日の前日に申し出があった場合 
当日の利用料金の ５０％ 

（自己負担相当額） 

利用予定日の当日に申し出があった場合 
当日の利用料金の１００％ 

（自己負担相当額） 

 ・ サービス利用の変更・追加の申し出に対して、事業所の稼動状況により契約者の希

望する期間にサービスの提供ができない場合、他の利用可能日時を契約者に提示し

て協議します。 

 

５．虐待の防止について 

（１）虐待防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果について従業者

に周知徹底を図っています。 

（２）虐待のための指針の整備をしています。 

（３）従業者に対して、虐待を防止するための定期的な研修を実施しています。 

（４）サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者（現に養護している家族・親

族・同居人等）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、

これを市町村に通報します。 

 

６．身体拘束について 

事業者は、原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自傷他害等の

おそれがある場合など、利用者本人または他人の生命・身体に対して危険が及ぶことが

考えられるときは、利用者に対して説明し同意を得た上で、必要に応じて必要最小限の

範囲内で行うことがあります。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等に

ついての記録を行います。また、事業者として、身体拘束をなくしていくための取り組

みを積極的に行います。 

 

７．非常災害対策 

（１）非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を

整備し、それらを定期的に従業員に周知します。 

（２）定期的に避難、救出その他必要な訓練を行います。（年２回） 

 

８．衛生管理等 

（１）事業所内の衛生管理、感染症予防に努めます。 

（２）感染症の発生、その再発を防止するために感染対策委員会を設置し、その結果に

ついて従業者に周知します。 

（３）事業所における感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備しています。 

（４）従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実

施します。 
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９．業務継続計画の策定等について 

（１）感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定通所介護の提供を継続的に

実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）

を策定し、当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。 

（２）従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期

的に実施します。 

（３）定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行い

ます。 

 

１０．秘密保持について（契約書第１２条参照） 

（１）当事業所の従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族に関する秘密を正当な理由

なく第三者に漏らしません。 

（２）当事業所は従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき措置を

講じることとします。 

 

１１．緊急時の連絡について 

サービス提供中に、利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに

利用者が予め指定する連絡先へ連絡します。 

 

１２．個人情報の保護及び介護サービス情報について 

当事業所では個人情報保護に関して、その重要性を十分認識し適切に対応し、サービ

ス担当者会議において、利用者の個人情報を用いる場合には利用者及び家族の同意を

あらかじめ得るものとします。 

   また、介護サービスに関する情報の公表に努めます。 

 

１３．事故発生時及び損害賠償責任の対応 

（１）事故発生時の対応について（契約書第１１条参照） 

  当事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により事故が発生した場合は、速やか

に市町村、当該利用者の家族及び、当該利用者に係る居宅介護支援事業等に連絡を行うと

ともに、必要な措置を講じ、記録します。 

（２）損害賠償責任について（契約書第１５条参照） 

  当事業所は、利用者に対する指定通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場

合は損害賠償等を速やかに行うこととします。 

 

１４．苦情の受付について（契約書第２４条参照） 

（１）当事業所における苦情の受付 

  当事業所における苦情やご相談は以下の専用窓口で受け付けます。 
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・苦情受付窓口（担当者） 

    ［職 名］  生活相談員  阿 部 光 俊 

             〃    藤 田 奈々重 

              

・受付時間  毎週月曜日から土曜日  ８：３０～１７：３０ 

 

（２）行政機関その他苦情受付機関 

ご利用者相談コーナー 

特別養護老人ホーム 浩寿苑 

浩寿苑デイサービス事業所 

所在地 秋田県にかほ市前川字中ノ森２４番地５ 

TEL ０１８４－３８－４１５０ 

FAX ０１８４－３８－４１５２ 

受付時間 ８：３０～１７：３０ 

にかほ市市民福祉部 

長寿支援課 長寿支援班 

所在地 秋田県にかほ市平沢字八森３１－１ 

TEL ０１８４－３２－３０４２ 

FAX ０１８４－３７－２１３５ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

秋田県国民健康保険団体連合会 

所在地 秋田市山王４丁目２番３号 

TEL ０１８－８８３－１５５０ 

FAX ０１８－８８３－１５５１ 

受付時間 ８：３０～１７：１５ 

 

１５．苦情処理を行うための処理体制、手順（契約書第２４条参照） 

（１）苦情処理台帳に記載 

（２）苦情についての事実確認を行う。 

（３）苦情処理方法を記載し、管理者決裁 

（４）処遇処理について関係者との連携を行う。 

（５）苦情処理の改善について利用者に確認を行う。 

（６）苦情処理は 1 日以内に行われることを原則とする。 

（７）苦情処理についての成果等を台帳に記録する。 

 

１６．その他 

（１）サービスの第三者評価の実施状況 

   実施の有無  有 ・ ○無  

（２）禁止行為（契約書第１４条、第２１条参照） 

  契約者は、契約書第１４条及び第２１条に定める禁止行為を行った場合は、ただちに利

用を中止するものとします。 

（３）注意事項（契約書第２３条参照） 

  事業所到着後健康チェックを行いますが、風邪症状など見られた場合は、すぐに帰宅し

ていただきます。その際、契約者がすでに実施されたサービスに対する利用料金は全額い

ただきます。 

 


